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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源ユニットと、前記光源ユニットが着脱可能に取り付けられる器具本体とを備え、
　前記光源ユニットは、ねじりコイルばねからなる取付ばねを有し、
　前記器具本体は、矩形板状のベース板と、前記ベース板に固定される取付金具とを有し
、
　前記取付金具は、平板状のベース部と、前記ベース部の側縁から立ち上がる起立部と、
前記起立部の先端部分に設けられて前記取付ばねの端部が引っ掛かる引掛部とを有し、
　前記ベース板は、前記ベース部の両端と嵌合する一対の嵌合部と、前記ベース部を固定
する固定部と、前記ベース部を前記固定部の固定位置に案内する案内部とを有することを
特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記ベース部に凹溝が設けられ、前記案内部は、前記ベース板の表面から突出して前記
凹溝に嵌まるように構成されることを特徴とする請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　前記案内部は、前記ベース部が前記固定位置に在るとき、前記ベース部の移動を規制す
るように構成されることを特徴とする請求項２記載の照明器具。
【請求項４】
　前記取付金具は、前記ベース部、前記起立部、前記引掛部のうちの少なくとも何れか１
つに、補強用の凹部が形成されることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の照
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明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具に関し、特に、器具本体に対して光源ユニットが着脱可能に取り付
けられる照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来例として、特許文献１記載の照明器具を例示する。この従来例は、天井材に設けた
埋込孔を通して天井裏に設置される天井埋込型の照明器具であり、吊ボルトを用いて天井
裏に設置される支持部材と、支持部材に取り付けられる反射板と、反射板に対して着脱自
在に取り付けられる光源ユニットとを備える。
【０００３】
　光源ユニットは、２個のＬＥＤ基板と、ＬＥＤ基板が取り付けられる取付部材と、ＬＥ
Ｄ基板を覆うようにして取付部材に取り付けられるカバー部材と、ＬＥＤ基板に所定の点
灯電力を供給する電源装置とを有する。ＬＥＤ基板は、前後方向に長い矩形板状に形成さ
れたプリント基板からなり、プリント基板の下面には複数のＬＥＤ（発光ダイオード）が
前後方向（長手方向）に沿って実装されている。
【０００４】
　反射板は、板金に曲げ加工を施すことで長尺且つ下面が開口する扁平な箱状に形成され
る。反射板の底面部には、光源ユニットを収容するための矩形の収容凹部が反射板の全長
に亘って設けられている。また、反射板の開口端縁には、側方に延出する鍔部が全周に亘
って設けられており、天井裏に設置された支持部材に反射板を取り付けた状態では、鍔部
が天井材の下面に接している。つまり、特許文献１記載の従来例では、反射板により器具
本体が構成されている。
【０００５】
　また、光源ユニットの取付部材には、係止金具及び係止ばねが取り付けられている。係
止金具は、矩形板状の金具本体と、金具本体の片側の端縁から側方に延出する矩形板状の
係止板とを有する。また、係止板の先端には、引掛け部が設けられている。さらに、金具
本体には、係止ばねを保持するための保持部と、係止ばねの一方の腕部が係止される係止
部とが設けられている。
【０００６】
　係止ばねは、ねじりコイルばねからなる基端部と、基端部の両端から互いに離れる方向
に延設された一対の腕部とを有する。この係止ばねは、基端部が係止金具の保持部に保持
され、さらに一方の腕部が係止部に係止された状態で係止金具に取り付けられる。そして
、これらの係止金具及び係止ばねは、取付部材の長手方向における両端寄りの位置に、取
付ねじを用いてそれぞれ１組ずつ取り付けられる。
【０００７】
　一方、器具本体には、係止ばねの腕部が係止される係止金具が取り付けられている。こ
の係止金具は、器具本体の底面部に取り付けるための取付片と、係止ばねの腕部を係止す
るための係止片とを有し、側面視の形状がＵ字状に形成されている。そして、この係止金
具は、取付ねじを用いて器具本体の底面部に取り付けられる。
【０００８】
　光源ユニットは、器具本体の収納凹部の側面に設けられる挿通孔に係止金具の係止板が
それぞれ挿入され、各係止板の引掛部が挿通孔の端縁に係止されることで器具本体に吊り
下げられる。そして、係止ばねの腕部の先端部分が、係止金具の係止片にそれぞれ係止さ
れた後、光源ユニットが回転しながら持ち上げられると、各係止ばねの腕部の先端に設け
られた引掛部が、器具本体側の係止金具の係止片に設けられた内側の溝の端縁にそれぞれ
係止させる。そしてこの状態から、光源ユニットがさらに回転されると、各係止ばねの腕
部が対応する係止金具の係止片の裏面に摺動しながら移動し、光源ユニットが器具本体１
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に取り付けられる。なおこのとき、各係止金具に対して対応する係止ばねより下向きのば
ね力が加えられ、この反力により光源ユニットが上向き（器具本体側）に押し上げられて
おり、カバー部材の両端部分が器具本体の収容凹部の開口端縁に当接した状態で保持され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１４－７８４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上記従来例のような照明器具においては、更なるコスト削減が求められてい
る。
【００１１】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、更なるコスト削減を図ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の照明器具は、光源ユニットと、前記光源ユニットが着脱可能に取り付けられる
器具本体とを備え、前記光源ユニットは、ねじりコイルばねからなる取付ばねを有し、前
記器具本体は、矩形板状のベース板と、前記ベース板に固定される取付金具とを有し、前
記取付金具は、平板状のベース部と、前記ベース部の側縁から立ち上がる起立部と、前記
起立部の先端部分に設けられて前記取付ばねの端部が引っ掛かる引掛部とを有し、前記ベ
ース板は、前記ベース部の両端と嵌合する一対の嵌合部と、前記ベース部を固定する固定
部と、前記ベース部を前記固定部の固定位置に案内する案内部とを有することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の照明器具は、更なるコスト削減を図ることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る照明器具の実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】同上の分解斜視図である。
【図３】同上の斜視図である。
【図４】同上の斜視図である。
【図５】同上の断面図である。
【図６】図６Ａ及び図６Ｂは同上における取付金具の斜視図である。
【図７】同上における取付金具の平面図である。
【図８】同上におけるベース板への取付金具の取付作業を説明するための説明図である。
【図９】同上におけるベース板への取付金具の取付作業を説明するための説明図である。
【図１０】同上におけるベース板と取付金具の取付状態を示す一部省略した斜視図である
。
【図１１】同上における器具本体及び反射板ユニットの一部省略した半断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る照明器具の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。ただし、
以下の説明では、特に断りのない限り、図１において上下、左右、前後の各方向を規定す
る。
【００１６】
　本実施形態の照明器具は、図１～図５に示すように、光源ユニット６と、光源ユニット
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６が着脱可能に取り付けられる器具本体１とを備える。また、本実施形態の照明器具は、
器具本体１に取り付けられて光源ユニット６から放射される光の配光を制御するための反
射板ユニット２を備えることが好ましい。
【００１７】
　本実施形態における光源ユニット６は、特許文献１記載の従来例における光源ユニット
と共通の構成を有している。光源ユニット６は、図１、図２及び図５に示すように、光源
モジュール６０と、取付部材６１と、カバー６２と、係止金具６３と、取付ばね６４と、
電源ユニット６５とを有することが好ましい。
【００１８】
　光源モジュール６０は、長尺の矩形平板状に形成される基板６０１と、基板６０１の下
面に実装される複数個の固体発光素子（発光ダイオード）６００とを有する。複数個の発
光ダイオード６００は、基板６０１の下面における短手方向の中央に、長手方向に沿って
等間隔且つ２列に並べて実装される（図５参照）。
【００１９】
　取付部材６１は、板金に曲げ加工を施すことにより、長尺且つ矩形板状の底壁部６１０
と、底壁部６１０の左右方向（短手方向）における両端から上下方向に延出する一対の側
壁部６１１とを有する角樋状に形成されることが好ましい。底壁部６１０の下面の中央部
に、光源モジュール６０が取り付けられる。なお、各側壁部６１１の先端には、外向き且
つ円筒形に巻かれた円筒部６１２がそれぞれ全長に亘って設けられている。
【００２０】
　カバー６２は、カバー本体６２０と、一対のカバーエンド６２１とで構成されることが
好ましい。カバー本体６２０は、アクリル樹脂などの透光性を有する材料により、略半円
筒形の主部６２００と、主部６２００の短手方向（前後方向）の両端部より互いに並行す
るように上向きに突出した一対の突壁部６２０１とが一体に形成されている。なお、各突
壁部６２０１の先端（上端）には、図５に示すように、内向きに突出する突起部６２０２
がそれぞれ一体に設けられている。また、主部６２００の短手方向の両端部には、主部６
２００と連なるように各突壁部６２０１の外側まで延出された延出部６２０３がそれぞれ
一体に形成されている。そして、カバー本体６２０は、各突壁部６２０１の突起部６２０
２が、取付部材６１の各円筒部６１２に引っ掛かることにより、光源モジュール６０の下
方を覆うように取付部材６１の下面側に取り付けられる（図５参照）。なお、カバー本体
６２０は乳白色の拡散材が混入され、光源モジュール６０から放射される光を拡散させて
照明空間へ照射するように構成されることが好ましい。
【００２１】
　カバーエンド６２１は、カバー本体６２０と同じ材料で半円板状に形成され、カバー本
体６２０及び取付部材６１の長手方向の両端に取り付けられる（図２参照）。
【００２２】
　電源ユニット６５は、交流の電圧・電流を直流の電圧・電流に変換する電力変換回路や
入力端子部、複数の出力端子部、信号端子部などが実装されたプリント配線板が金属製の
ケース６５０に収納されて構成される（図１参照）。電源ユニット６５は、取付部材６１
の底壁部６１０の上面に、ねじ止めなどの適宜の方法で取り付けられる。ただし、入力端
子部、出力端子部及び信号端子部は、端子台若しくはレセプタクルコネクタで構成される
ことが好ましい。
【００２３】
　係止金具６３は、取付部材６１にねじ止めされる固定片６３０と、固定片６３０と一体
に形成されて取付部材６１の側方（図１においては後方）に突出する係止片６３１とを有
する。係止片６３１は、取付部材６１の外に飛び出した先端部分が下向きに折り曲げられ
ている。
【００２４】
　取付ばね６４は、コイル部６４０と、一対の腕６４１とを有するねじりコイルばねで構
成される。取付ばね６４は、保持金具１５を介して、取付部材６１にコイル部６４０が保
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持される。また、取付ばね６４の一対の腕６４１のうちの片方の腕６４１は、保持金具１
５に引っ掛けられる。そして、これらの係止金具６３及び取付ばね６４は、図１に示すよ
うに、取付部材６１の左右方向における両端寄りの位置に、それぞれ１組ずつ設けられる
。
【００２５】
　器具本体１は、図１に示すように、矩形板状のベース板１０と、ベース板１０の長手方
向に沿った両側（前側及び後側）の端縁から垂れ下がる一対の側板１１とを有する。そし
て、器具本体１は、図５に示すように、ベース板１０と一対の側板１１に囲まれた空間に
、光源ユニット６の少なくとも一部（電源ユニット６５及び取付部材６１）を収めるよう
に構成される。ただし、ベース板１０と一対の側板１１とは、亜鉛鋼板などの金属板が曲
げ加工されて一体に形成されることが好ましい。
【００２６】
　ベース板１０には、電源ケーブルを通すための孔１００が長手方向（左右方向）におけ
るほぼ中央に設けられている（図２参照）。また、ベース板１０には、長手方向における
両端寄りの位置に、吊りボルトを通すための孔１０１がそれぞれ設けられている。さらに
、ベース板１０の下面には、電源ケーブルと電気的に接続される端子台１０２が取り付け
られる（図２参照）。また、端子台１０２には中継ケーブルが電気的に接続される。そし
て、中継ケーブルが電源ユニット６５の入力端子部と電気的に接続されることにより、外
部電源（商用の交流電源）から電源ユニット６５に交流電力が供給される。
【００２７】
　側板１１の先端（下端）には、図５に示すように、Ｕ字形状の支持部１２が一体に設け
られることが好ましい。また、側板１１は、長手方向に沿って階段状に折り曲げられて構
成されることが好ましい。
【００２８】
　反射板ユニット２は、一対の反射板３と、一対のエンド板４とで構成される。反射板３
は、図１及び図５に示すように、反射部３０と、側壁部３１と、突壁部３２とを有する。
また、反射板３は、反射部３０の先端（下端）に枠部３３を有することが好ましい。反射
部３０は、一面（下面）を反射面とする長尺の矩形板状に形成される。側壁部３１は、長
尺の矩形板状であって、反射部３０の長手方向（左右方向）に沿った一端縁（上端縁）か
ら立ち上がるように構成される。突壁部３２は、長尺の矩形板状であって、側壁部３１の
長手方向に沿った先端縁（上端縁）から反射部３０と対向する向きに突出するように構成
される。また、突壁部３２の先端部分は、長手方向に沿って、下向き且つ鈎形に折り曲げ
られている。枠部３３は、長手方向（左右方向）から見た形状がＬ字形であって、反射部
３０の長手方向に沿った他端縁（下端縁）から外側に突出するように構成される。ただし
、反射部３０、側壁部３１、突壁部３２及び枠部３３は、亜鉛鋼板などの金属板が曲げ加
工されて一体に形成されることが好ましい。また、反射板３は、白色の塗料で塗装される
ことが好ましい。すなわち、反射部３０の反射面（下面）は、白色塗料の塗膜によって反
射率の向上が図られることが好ましい。
【００２９】
　エンド板４は、図４に示すように、台形状の壁部４０と、壁部４０の２つの斜辺からそ
れぞれ一対ずつ突出する結合片４１と、壁部４０の下端縁から外向きに突出する枠部４２
とを有する。なお、枠部４２の周縁部分は上向きに立ち上がるように構成されている。た
だし、壁部４０、結合片４１及び枠部４２は、亜鉛鋼板などの金属板によって一体に形成
されることが好ましい。
【００３０】
　而して、反射板ユニット２は、エンド板４の結合片４１と反射板３の反射部３０とがス
ポット溶接されることにより、矩形の枠状に形成される。そして、反射板ユニット２にお
いては、図１及び図１１に示すように、一対の反射板３の側壁部３１同士が前後方向に対
向するように配置される。
【００３１】
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　ここで、器具本体１と反射板ユニット２を組み立てる手順を説明する。まず、作業者は
、各反射板３の突壁部３２の先端を、長手方向の一端側から一対の支持部１２の内側にそ
れぞれ挿入する。そして、作業者は、反射板ユニット２に対して、器具本体１を長手方向
に沿ってスライドさせる。側板１１の長手方向の両端には、切り起こし片からなる結合部
１３がそれぞれ設けられている。一方、反射板３の突壁部３２の先端部分には、切欠がそ
れぞれ設けられている。そして、作業者は、側板１１の結合部１３を、突壁部３２の切欠
にかしめることにより、反射板ユニット２（反射板３）に対して器具本体１を抜け止めし
且つ固定する（図１１参照）。以上のような手順により、器具本体１と反射板ユニット２
が組み立てられる。なお、結合部１３が切欠にかしめられると、切欠の部分の塗膜が剥が
れ、結合部１３と突壁部３２が電気的に導通する。
【００３２】
　本実施形態における器具本体１は、特許文献１記載の従来例と同様に、光源ユニット６
を取り付けるための一対の取付金具１４を備えている。一対の取付金具１４は、器具本体
１のベース板１０の下面における長手方向の両端寄りの位置にそれぞれ取り付けられる（
図２参照）。
【００３３】
　取付金具１４は、図６Ａ、図６Ｂ及び図７に示すように、平板状のベース部１４０と、
ベース部１４０の側縁から立ち上がる起立部１４１と、起立部１４１の先端部分に設けら
れて取付ばね６４の腕６４１が引っ掛かる引掛部１４２とを有する。ただし、ベース部１
４０、起立部１４１及び引掛部１４２は、金属板が加工されることで一体に形成されるこ
とが好ましい。
【００３４】
　ベース部１４０は、左右方向を長手方向とする矩形の平板状に形成される。ベース部１
４０は、長手方向の両端近傍に、それぞれ凹部１４００、１４０１が設けられることが好
ましい。凹部１４００、１４０１は、ベース部１４０の短手方向（前後方向）と平行且つ
真っ直ぐに設けられることが好ましい。また、ベース部１４０の長手方向の中央部分がＣ
字状に切り欠かれることにより、厚み方向に撓み可能な撓み片１４４が設けられることが
好ましい。さらに、撓み片１４４には、起立部１４１から離れる方向に、下向き（図６Ｂ
における上向き）に傾斜して突出する爪１４４０が形成されることが好ましい。なお、ベ
ース部１４０の長手方向の両端の隅には、半円形の切り起こし片１４０２がそれぞれ設け
られることが好ましい。
【００３５】
　起立部１４１は、台形状に形成されることが好ましい。また、起立部１４１には、ベー
ス部１４０の凹部１４００、１４０１と繋がる凹部１４１０が設けられることが好ましい
。凹部１４１０は、円弧状に設けられることが好ましい。
【００３６】
　引掛部１４２は、連結片１４２０と引掛片１４２１の２つの部位を有する。連結片１４
２０は、台形状に形成され、幅広な底辺側で起立部１４１と連結されることが好ましい。
また、引掛片１４２１は、連結片１４２０の先端に連結され、且つベース部１４０に近付
く向きに曲げ起こされることが好ましい。さらに、引掛片１４２１は、連結片１４２０と
の連結箇所の左右両側に、半円形の切欠１４２４がそれぞれ設けられることが好ましい。
ここで、引掛部１４２には、起立部１４１の凹部１４１０と繋がり、且つ互いに交差する
一対の凹部１４２２、１４２３が設けられることが好ましい。なお、ベース部１４０、起
立部１４１及び引掛部１４２は、金属板が打ち抜き加工及び曲げ加工されることで一体に
形成されるが、曲げ加工前の絞り加工によって、各凹部１４００、１４０１、１４１０、
１４２２、１４２３が形成されることが好ましい。このように取付金具１４を構成する各
部１４０、１４１、１４２に凹部１４００、…が設けられると、取付金具１４の曲げ強度
やねじり強度の向上を図ることができる。
【００３７】
　一方、器具本体１のベース板１０は、図８に示すように、ベース部１４０の両端と嵌合
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する一対の嵌合部１０３と、ベース部１４０を固定する固定部１０４と、ベース部１４０
を固定部１０４の固定位置に案内する案内部１０５とを有する。嵌合部１０３は、ベース
板１０の下面との間に隙間を確保するように、ベース板１０から切り起こして形成される
。すなわち、嵌合部１０３は、ベース板１０との間に確保した前記隙間に、ベース部１４
０の長手方向の端部が挿入されて嵌合するように構成される。
【００３８】
　固定部１０４は、ベース板１０の下面との間に隙間を確保するように、ベース板１０が
角錐台状に切り起こされて構成されることが好ましい。また、固定部１０４の底面には、
矩形の孔１０４０が貫通している。すなわち、固定部１０４は、ベース板１０との間に確
保した前記隙間に、取付金具１４の撓み片１４４が差し込まれ、且つ撓み片１４４に設け
られた爪１４４０と孔１０４０を嵌合させるように構成される。
【００３９】
　一対の案内部１０５は、ベース板１０の下面側に突出する微少な突起で構成されること
が好ましい。そして、これら一対の案内部１０５は、一対の嵌合部１０３よりも後方、且
つ取付金具１４のベース部１４０に設けられる一対の凹部１４００、１４０１の間隔とほ
ぼ同じ間隔を空けて設けられることが好ましい。
【００４０】
　次に、図８～図１０を参照して、取付金具１４をベース板１０に取り付ける手順を説明
する。ただし、この取付作業は、器具本体１が反射板ユニット２に組み付けられる前に行
われることが好ましい。
【００４１】
　まず、作業者は、ベース板１０の下面に沿ってベース部１４０をスライドさせながら、
ベース部１４０の長手方向の端部を、それぞれ嵌合部１０３に嵌合させる。このとき、ベ
ース板１０の一対の案内部１０５は、ベース部１４０の一対の凹部１４００、１４０１内
に各別に挿入されることにより、ベース部１４０を固定部１０４の固定位置（爪１４４０
と孔１０４０が嵌合する位置）まで案内することができる。
【００４２】
　作業者は、ベース部１４０をスライドさせながら、取付金具１４の撓み片１４４を固定
部１０４とベース板１０の間の隙間に挿入する（図９参照）。作業者は、さらにベース部
１４０をスライドさせ、撓み片１４４の爪１４４０を固定部１０４の孔１０４０に嵌合さ
せる（図１０参照）。ここで、一対の案内部１０５は、取付金具１４がスライドされる過
程で凹部１４００、１４０１から離脱し、ベース部１４０を乗り越える。故に、ベース部
１４０が固定位置に在る場合、ベース部１４０の後端面と一対の案内部１０５が対向する
ことにより、取付金具１４の移動が一対の案内部１０５によって規制される（図１０参照
）。上述のようにして、作業者は、取付金具１４を器具本体１（のベース板１０）に取り
付けることができる。なお、器具本体１に取り付けられた取付金具１４は、一対の切り起
こし片１４０２をそれぞれ嵌合部１０３に接触させることで器具本体１との電気的な導通
を図るように構成されることが好ましい。
【００４３】
　従来例においては、取付金具１４に相当する係止金具が、取付ねじを用いて、ベース板
１０に相当する底面部に取り付けられる。一方、本実施形態の照明器具では、取付ねじが
用いられること無く、取付金具１４がベース板１０に取り付けられるので、部品（取付ね
じ）が削減されるとともに、ドライバを使ったねじ締めの作業が不要になる。その結果、
本実施形態の照明器具は、従来例と比較して、部品点数の削減及び作業性の向上により、
更なるコスト削減を図ることができる。
【００４４】
　続いて、本実施形態の照明器具の施工手順を説明する。施工者は、天井裏に先行配線さ
れた電源ケーブルを器具本体１の孔１００に挿通し、さらに室内側に露出する吊りボルト
を孔１０１に通した後、吊りボルトにナットをねじ込んで器具本体１を吊りボルトに固定
する。その後、施工者は、電源ケーブルを端子台１０２に電気的に接続し、さらに端子台
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１０２に電気的に接続されている中継ケーブルを電源ユニット６５の入力端子部に電気的
に接続する。
【００４５】
　そして、施工者は、後側の反射板３の側壁部３１に設けられた一対の挿通孔３１０（図
１参照）に、光源ユニット６の係止金具６３の係止片６３１の先端を引っ掛けた後、取付
ばね６４の腕６４１を、取付金具１４の引掛部１４２に引っ掛ける。最後に、施工者は、
係止金具６３の係止片６３１を支点として光源ユニット６を持ち上げるように回転させる
。すると、取付ばね６４の腕６４１が引掛部１４２に引っ掛かったままで元の状態に戻る
ことにより、取付ばね６４のばね力で光源ユニット６が器具本体１に保持される（図５参
照）。以上のような手順で照明器具が天井に施工される。
【００４６】
　本実施形態の照明器具は上述のように、光源ユニット６と、光源ユニット６が着脱可能
に取り付けられる器具本体１とを備える。光源ユニット６は、ねじりコイルばねからなる
取付ばね６４を有する。器具本体１は、矩形板状のベース板１０と、ベース板１０に固定
される取付金具１４とを有する。取付金具１４は、平板状のベース部１４０と、ベース部
１４０の側縁から立ち上がる起立部１４１と、起立部１４１の先端部分に設けられて取付
ばね６４の端部（腕６４１）が引っ掛かる引掛部１４２とを有する。ベース板１０は、ベ
ース部１４０の両端と嵌合する一対の嵌合部１０３と、ベース部１４０を固定する固定部
１０４と、ベース部１４０を固定部１０４の固定位置に案内する案内部１０５とを有する
。
【００４７】
　本実施形態の照明器具は上述のように構成され、取付ねじが用いられること無く、取付
金具１４がベース板１０に取り付けられるので、部品（取付ねじ）が削減されるとともに
、ドライバを使ったねじ締めの作業が不要になる。その結果、本実施形態の照明器具は、
従来例と比較して、部品点数の削減及び作業性の向上により、更なるコスト削減を図るこ
とができる。
【００４８】
　また、本実施形態の照明器具において、ベース部１４０に凹溝（凹部１４００、１４０
１）が設けられることが好ましい。案内部１０５は、ベース板１０の表面から突出して凹
溝（凹部１４００、１４０１）に嵌まるように構成されることが好ましい。
【００４９】
　本実施形態の照明器具が上述のように構成されれば、器具本体１のベース板１０に対す
る取付金具１４の取付作業の作業性の向上を図ることができる。
【００５０】
　さらに、本実施形態の照明器具において、案内部１０５は、ベース部１４０が前記固定
位置に在るとき、ベース部１４０の移動を規制するように構成されることが好ましい。
【００５１】
　本実施形態の照明器具が上述のように構成されれば、取付金具１４が固定位置から移動
することを抑制することができる。
【００５２】
　また、本実施形態の照明器具において、取付金具１４は、ベース部１４０、起立部１４
１、引掛部１４２のうちの少なくとも何れか１つに、補強用の凹部１４００、１４０１、
１４１０、１４２２、１４２３が形成されることが好ましい。
【００５３】
　本実施形態の照明器具が上述のように構成されれば、取付金具１４の強度の向上を図る
ことができる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　器具本体
　６　光源ユニット
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　１０　ベース板
　１４　取付金具
　６４　取付ばね
　１０３　嵌合部
　１０４　固定部
　１０５　案内部
　１４０　ベース部
　１４１　起立部
　１４２　引掛部
　１４００　凹部（凹溝）
　１４０１　凹部（凹溝）
　１４１０　凹部
　１４２２　凹部
　１４２３　凹部

【図１】 【図２】
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